
平成28年6月7日 浜松市上下水道部 

浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理区）運営事業 

募集要項等に関する説明会 
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〇 説明 

・第１ 本公募の概要 

・第２ 本事業の概要 

・第３ 民間事業者の募集及び選定に関する事項 

〇 質疑応答（本日の説明内容について） 

 

本日の説明会について 
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    第１ 本公募の概要 

募集要項等の構成について 

  募集要項等 
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第1-(3) 募集要項等 
募集要項 第1(3) P.2-3 

関連資料集 関連資料集 ⑥関連資料集 

質問回答書 

補足資料 

②実施契約書(案) 
⑧様式集及び 
記載要領 

③基本協定書(案) 

⑤モニタリング  
 基本計画(案) 

④要求水準書(案) 

①募集要項 
⑦優先交渉権者

選定基準 

関連資料集 関連資料集 ⑨参考資料集 

その他書類 

募
集
要
項
等 

募集要項等は、①から⑨までの書類（これらに

補足資料、浜松市のホームページへの掲載など

により公表したこれらに関する質問回答書、そ

の他これらに関して市が発出した書類を加えた

もの）により構成される。 

①から⑧までの書類は、提案書類を作成するに

当たっての前提条件であり、①から⑥までの書

類は、実施契約締結時に契約関係当事者を拘束

するものである。 

 

※実施方針、実施方針に関する意見又は 

 質問への回答は含まない 

募集要項等 

実施方針に関する 

質問意見回答書 

実施方針 
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    第２ 本事業の概要 

実施方針からの変更点について 

 事業環境の著しい変化に伴う利用料金設定割合の改定  

 事業の費用負担 改築に係る業務   
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第2-(10)イ(ｲ) 事業環境の著しい変化に伴う 
            利用料金設定割合の改定  

募集要項 第2(10)イ(ｲ) P.12 

          実施方針  第1-1(11)イ(ｲ) P.7 

「直近の利用料金設定割合設定（改定）時から3年間

に、事業環境が著しく変化し、運営権者の経営に著

しい影響を及ぼす場合（略）」 

運営権者の経営に著しい影響を及ぼす場合は、臨時的

に利用料金設定割合の改定について協議ができる。 

基本的な考え方 

運営権者は、５年毎に使用料等及び利用料金設定割合

の改定の提案ができる。５年毎の提案の間に急激な事

業環境の変化が発生した場合に備えて「３年」を設定

した。 

当初、直近の利用料金設定割合改定から３年間経過時

点で計測することとしたが、リーマンショックや東日

本大震災のように短期間で著しく影響を及ぼす事象が

発生していることから、「直近３年の間に」とし、2

年や1年でも基準に達すれば発意できるようにした。 

発意要件の計測期間について 

H36  H38 H35 

計測期間 

協
議 

H37 

直近3年以内  
2年でも1年でも発意可 

H36  H38 H35 

協
議 

設定 
割合 
改定 

H37 

          募集要項   第2(10)イ(ｲ) P.12 

「直近3年の間に、事業環境が著しく変化し、運営権

者の経営に著しい影響を及ぼす場合（略）」 

現
時
点 

現
時
点 

計測期間 

直近の改定から 
3年間経過後 例 

例 

詳細は、実施契約書（案）第46条 P.19-20参照 



6 

募集要項 第2(11)ア(ｲ) P.14 

          実施方針  第1-1(12)ア(ｲ) P.9 

「運営権者が負担する改築に係る費用の10分の1のう

ち第１-１(9)エ(ｲ)に示す繰延資産相当額については、

市が、健全度等を評価の上残存価値を勘案し、その

対価に相当する金銭を支払う。」 

          募集要項  第2(11)ア(ｲ) P.14-15 

「運営権者が支払いを行った改築に係る費用の10分

の1相当額のうち第2(8)エ(ｲ)に示す本事業期間終了

以降に係る減価償却費相当額を、市は本事業期間終

了時に運営権者に対して支払う。ただし、運営権者

は、運営権設定対象施設が要求水準書（案）「第11

章 (1)施設機能確認」に示す基準を満たさなかった場

合、要求水準を充足させるために必要となる費用等

を、本事業期間終了以降に係る減価償却費相当額の

支払い額から控除する方法により支払う。」 

当該金額に関しては、要求水準書(案)に示す基準を満

たせば、その全額を支払う。 

基本的な考え方 

運営権者は、運営権設定対象施設が要求水準書（案）

に示す基準を満たさなかった場合、要求水準を充足さ

せるために必要となる費用等を、減価償却費相当額の

支払い額から控除する方法により支払う。 

原状回復費用等 

「継続して運転管理することに支障のない状態（軽度

な汚損・劣化（通常の経年変化によるものを含む。）

を除く。）であること」（ 第11章 (1)施設機能確認 

P.38） 

要求水準書（案）の基準 

第2-(11)ア(ｲ) 事業の費用負担 改築に係る業務 
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第３ 民間事業者の募集及び選定に関する事項 

 公募手続について 

 選定スケジュール 

 応募企業又は代表企業に求められる実績要件   

 守秘義務開示資料の貸与 

 募集要項等に関する質問の受付及び回答の公表 

 資格審査並びに 附帯事業及び任意事業に関する予備的審査 

 現地調査、競争的対話の実施 

 提案審査 

 優先交渉権者選定後の手続き 

 応募に関する留意事項 
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第3-2 選定スケジュール 
募集要項 第3-2 P.18 

時 期 内 容 

平成28年 5月31日 募集要項等(要求水準書、優先交渉権者選定基準、 

基本協定書(案)、実施契約書(案)、関連資料集等)の公表 

平成28年 6月 7日 募集要項等に関する説明会及び現地見学会 

平成28年 6月 1日～6月20日 募集要項等に関する質問受付 

平成28年 8月 5日 募集要項等に関する質問への回答 

平成28年 8月16日～8月23日 参加資格審査書類及び提案概要書の提出 

平成28年 8月30日 参加資格審査結果の通知 

附帯事業及び任意事業に関する予備的審査結果の通知 

平成28年 9月 2日～ 9月30日 現地調査及び競争的対話 

平成28年12月 1日～12月 5日 提案書類の提出 

平成29年 3月 優先交渉権者の選定、基本協定の締結 

平成29年10月 運営権設定、実施契約の締結 

平成30年 4月 本事業開始 
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募集要項 第3-3 (3) P.21-22 

ア 応募企業は、次に掲げる(ｱ)、(ｲ)及び(ｳ)の実績要件を満たすこと。 

(ｱ) 

経

営  

事業期間10年以上で維持管理を含む次のいずれかの事業の実績を有すると認められること 

（共同企業体による事業については、代表企業であること） 

a 平成28年度に実施中の国、国の出資若しくは拠出に係る法人、都道府県又は指定都市を 

  管理者とするＰＦＩ事業 

b 平成28年度に外国で実施中の上下水道に係るＰＦＩ類似事業 

(ｲ)

改

築 

次のいずれも満たすこと。 （必ずしも同一処理場における実績に限定しない） 

a 平成13年度以降に終末処理場の水処理施設の機械設備工事の元請施工実績を有する 

 （対象水量1万m3以上の散気装置※1を対象、補修・修繕等の部分的な工事は除く） 

b 平成13年度以降に焼却炉施設又は炭化炉施設の建設工事の元請施工実績を有する 

 （日量30 t以上の下水脱水汚泥の処理能力を有するもの、補修・修繕等の部分的な工事は除く） 

c 平成13年度以降に次の（a）若しくは(b)の電気設備工事の元請施工実績を有する 

 （補修・修繕等の部分的な工事は除く） 

 (a) 処理能力日量１万m3以上の終末処理場における中央監視装置※2 

 (b) 日量30 t以上の下水脱水汚泥の処理能力を有する焼却炉施設又は炭化炉施設に係る電気設備 

d 機械器具設置工事の経営事項審査結果の総合評定値(P)が850点以上の者 

e 電気工事の経営事項審査結果の総合評定値(P)が850点以上の者 
  ※1 ※2 工事規模の考え方については、次頁で補足 

第3-3(3) 応募企業又は代表企業に求められる実績要件 



5000m3 5000m3 5000m3 5000m3 
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補足 (ｲ)改築 工事実績の規模の考え方 

全体(4池)の 
中央監視装置を工事 

水処理ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ 

反応タンク全4池のうち 
2池の散気装置を工事 

対象水量実績 
１万ｍ３/日 

●処理能力が2万ｍ３/日の処理場の例 

(ｲ)a 対象水量1万ｍ３以上の散気装置 

(ｲ)b (a) 処理能力日量１万ｍ３以上の終末処理場における中央監視装置 

対象水量実績 
2万ｍ３/日 

中央監視装置 
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(ｳ) 

維

持

管

理  

次のいずれも満たすこと。 （必ずしも同一処理場における実績に限定しない） 

a 平成13年度以降に水処理施設の維持管理業務を受託した実績が1年以上あること 

 （処理能力日量1万m3以上の標準活性汚泥法と同等以上の処理能力を有する終末処理場が対象） 

b 平成13年度以降に焼却又は炭化工程を含む汚泥処理の維持管理業務受託実績が1年以上あること   

 （日量30 t以上の下水脱水汚泥の処理業務が対象） 

イ 代表企業は、上記アの(ｱ)、(ｲ)及び(ｳ)のうち、一つ以上の要件を満たすこと。 
  なお、不足する要件については、コンソーシアムの他の構成員が、必ず有すること。 

第3-3(3) 応募企業又は代表企業に求められる実績要件 
募集要項 第3-3 (3) P.21-22 
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募集要項 第3-4（2）P.23-24 

第3-4-(2) 守秘義務対象開示資料の貸与 

守秘義務対象開示資料は、関連資料集

及び参考資料集から構成される。対象と

なる資料は、募集要項別紙6に示す。 

なお、実施方針公表時(2/29）に開示

した資料も含まれており、一部は情報が

更新されている。 

開示対象（別紙６） 

守秘義務対象開示資料の貸与を希望す

る者は、申込書と守秘義務の遵守に関す

る誓約書を提出しなければならない。 

手続き 

市は参加資格があるとされた者に対し、

追加資料を開示する予定である。追加の

開示資料については、参加表明をする全

ての者から要望を受け付ける予定である。 

追加の開示資料の要望 

募集要項 別紙6 【様式4-①】貸与申込書 

【様式4-②】誓約書 

※記入方法等詳細は、様式集及び記載要領を確認すること 
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募集要項 第3-4（3）P.24 

第3-4(3) 募集要項等に関する質問 
            の受付及び回答の公表 

【様式3】質問書 (Excel) 

質問は、公表文書ごとにシートを分

けている。質問の対象が分かるように、

ページ番号及び見出し符号等を適宜記

入すること。 

提出者自身の権利、競争上の地位、

その他正当な利益を害するおそれのあ

る内容が含まれる場合は、その旨を明

らかにすること。 

【様式3】質問書 

回答は、予定日に市ホームページへ

の掲載などの方法により公表する。 

なお、守秘義務開示対象資料に関す

る質問の回答は、資料貸与者（全員）

に対し行う。（ホームページには掲載

しない） 

回答の公表 

質問の内容を具体的かつ簡潔にまと

め、【様式3】質問書に記入し、電子

メールにより送信すること。 

提出方法 

※記入方法等詳細は、様式3を確認すること 
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募集要項 第3-4（4）P.24-25 

第3-4(3) 資格審査並びに 
                    附帯事業及び任意事業に関する予備的審査 

参加表明書及び参加資格確認申請書（各種） 

提案概要書 

参加資格の有無を確認する。 

参加資格審査 

市は提案概要書のうち附帯事業及び任意事業について、

市の政策方針や既存計画との整合性の観点で、その実

施可否を判断するものとする。なお、提案概要書は、

応募者が提出時点で想定する提案の概要を取りまとめ

たものであり、最終的な提案書の内容を拘束するもの

ではない。また、市は、提案概要書を評価の対象とし

ない。 

 

・記載内容は、義務事業、附帯事業及び任意事業 

・附帯事業及び任意事業については、提案がある場合 

 当該提案がなければ、義務事業のみを記載 

附帯事業及び任意事業に関する予備
的審査 

※記入方法等詳細は、様式集及び記載要領を確認すること 
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募集要項 第3-4（5）（6） P.25 

第3-4(5) 現地調査 (6) 競争的対話の実施 

市は、参加資格があるとされた者に対し、現地調査を実施する

機会を付与する。 

具体的な実施方法（概要及び日程等）については、平成28年8

月上旬にホームページで公表し、詳細は、参加資格があるとさ

れた者に対して通知する。 

現地調査 

市は、参加資格があるとされた者に対し、本公募内容について

市と応募者との齟齬を生じさせないようにすることと提案にお

ける要求水準未達成を防ぐことなどの目的で、競争的対話を行

う。市は、その結果を踏まえ、必要に応じて募集要項等の調整

を行う。 

具体的な実施方法（概要及び日程等）については、平成28年8

月上旬にホームページで公表し、詳細は、参加資格があるとさ

れた者に対して通知する。 

競争的対話 
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募集要項 第3-4（7） P.25、優先交渉権者選定基準 第5 P.4-5 

第3-4(7) 提案審査 

基礎審査 

総合審査 

優先交渉権者、次点交渉権者 
の選定 

提案書の提出 

提案審査 

失格 

募集要項や要求
水準等の内容を
満たさない場合 

基礎審査では、提案書類について、応募者からの提案

内容が募集要項等に示す条件を満たしているか否かを

確認する。 

基礎審査 

● 運営権対価以外の評価（配点160点） 

ＰＦＩ専門委員会は、提案内容について、優先交渉権

者選定基準に基づく提案書類の評価に加え、プレゼン

テーション等による確認を踏まえて評価する。評価は

評価項目ごとに評価の視点に挙げた事項を考慮し、そ

の提案が優れていると認められるものについては、そ

の程度に応じて採点基準に基づき得点を与える。 
 

● 運営権対価の評価(配点40点） 

運営権対価は、市基準額（非公開）に対する提案額の

割合に40点の配点を乗じて得点化する。また、最高提

案金額が市基準額を上回った場合は、当該最高提案金

額を市基準額に置き換え、当該最高提案金額に対する

各応募者の提示する提案額の割合を40点に乗じて得点

化する。 

総合審査 

平成28年 
12月5日 

平成29年 
3月予定 
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第3-6 優先交渉権者の選定後の手続き 
募集要項 第3-6 P.27-28 

基本協定の締結 

本事業の開始 

実施契約締結 

運営準備行為 

・ＳＰＣの設立 

・関連資料集及び参考資料集の更新 

・運営権設定対象施設の調査 

・改築に関する協議 

浜
松
市
議
会 

・義務事業の承継等及びその他準備 

・運営権者譲渡対象資産の譲受 

運営権設定 議
決 平成29年

10月予定 

平成29年 
3月予定 

平成30年 
4月予定 

優先交渉権者は、基本協定書（案）に基づいて、市と速や

かに基本協定を締結しなければならない。 

優先交渉権者と速やかに基本協定が締結されない場合、又

は基本協定の締結後に実施契約の締結に至らないことが明

らかとなった場合には、市は審査で決定された順位に従っ

て、次点交渉権者を優先交渉権者として、改めて基本協定

の締結以降の手続を行うことができる。 

基本協定の締結 

市は、優先交渉権者が設立した特別目的会社（ＳＰＣ）に

対して運営権設定書を交付して運営権を設定する。また、

運営権者は、運営権登録令に従って運営権の設定登録を行

う。 

市と運営権者は、実施契約書(案)の内容に従い運営権の設

定後速やかに実施契約を締結する。なお、市は、競争的対

話に基づいて調整された募集要項等の修正には、原則とし

て応じない。 

運営権の設定及び実施契約の締結 
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第3-7 応募に関する留意事項 
募集要項 第3-7 P.28-30 

優先交渉権者の選定において客観性及び公平性を担保するため、参

加資格審査の受付から審査結果の公表まで、本公募の状況について

は公表しない。 

本公募状況の取扱い 

① 「第3-3応募者の参加資格要件」を満たさない者が応募したとき 

② 提案書類が不足しているとき 

③ 提案書類が様式集及び記載要領に従い記載されていないとき 

④ 提案書類の提出方法、提出先、提出期限に適合しないとき 

⑤ 市の許可なく、本事業の選定に関し、市職員に接触したとき 

⑥ 市の許可なく、ＰＦＩ専門委員に接触したとき 

⑦ 応募手続において不正な行為があったとき 

⑧ 提案書類に記載すべき事項以外の内容が記載されているとき 

⑨ 提案書類に虚偽の内容が記載されているとき 

⑩ 2通以上の提案書類を提出したとき 

⑪ その他募集要項等に定める条件に違反したとき 

応募の無効 


